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（配送を担っていただく事業者におかれましては、可能な限り、事前の届け出をお願いいたします）
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１．緊急通行車両等の事前届出制度について

【緊急交通路・緊急通行車両等とは】

・緊急交通路とは、災害が発生し又は発生しようとしている場合に、災
害応急対策を行うために、緊急輸送等を行う車両（緊急通行車両等）
以外の車両の通行を禁止又は制限する道路の区間

・緊急通行車両等とは、道路交通法第39条第１項に規定されている緊急
自動車（消防用自動車、救急用自動車等）と確認標章を掲示している
災害応急対策（人命救助や生活必需品等の供給等）を実施するため運
転中の車両

物資輸送車両等が緊急交通路を
通行するためには確認標章が必要
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１．緊急通行車両等の事前届出制度について

【緊急通行車両等事前届出制度とは】

【令和５年８月以前】
緊急通行車両等について、あらかじめ警察に届出をすることで、事前
届出済証が交付され、災害時に警察署や検問所等で事前届出済証を提
出すれば、確認標章等が迅速に交付される。

【令和５年９月制度改定後】
緊急通行車両等について、あらかじめ警察に届出をすることで、確認
標章と確認証明書が事前に交付され、災害時に検問所等で本標章を提
示するだけで、緊急通行路の通行が可能となる。

緊急通行車両等事前届出制度は、災害応急対策を円滑に行うことを目的と
しており、令和５年９月に制度が改定されている。

制度改定後
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１．緊急通行車両等の事前届出制度について

地震発生
緊急輸送路 交通規制

【標章交付に至るまで・・・事前届出をしていない場合】

必要書類の準備
警察本部・警察署での申請 確認・審査 標章交付

【災害時必要書類】

・緊急通行車両確認申請書
・自動車検査票の写し
・輸送協定書その他当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類の写し

必要書類の準備や、混雑が想定される警察窓口、
書類の確認・審査等の手続きに時間を要する
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１．緊急通行車両等の事前届出制度について

地震発生
緊急輸送路 交通規制

事前届出、緊急通行車両等
事前届出済証の交付 確認・標章交付

時間を要す審査等を
事前に実施

警察本部、警察署
検問所での申請

標章交付までの審査時間等を短縮
できるが、検問所での申請が必要

【標章交付に至るまで・・・令和５年８月時点で事前届出をしている場合（旧制度）】

【災害時必要書類】

・事前届出済証（災害時）※事前に作成済み

・緊急通行車両確認申出書（災害時に記入）
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１．緊急通行車両等の事前届出制度について

地震発生
緊急輸送路 交通規制確認標章の交付

目的地まで
より迅速に配送

時間を要す審査等を
事前に実施

標章を提示し
検問所をスルー

標章交付までの審査時間等を短縮
かつ検問所での申請も不要

【標章交付に至るまで・・・令和５年９月以降に事前届出をする場合（新制度）】

新制度

〇

【災害時必要書類】

・確認標章（交付されたものをダッシュボードに入れておくだけでOK）
・確認証明書（交付されたものを検問所で提示するだけでOK）
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１．緊急通行車両等の事前届出制度について

【事前届出対象車両と申請要領（兵庫県警察）】

・緊急通行車両として事前届出できる車両は、下記の１～3を全て満たすことが必要

1．災害対策基本法等に定める下記の対策及び措置に使用する計画のある車両
・災害応急対策、地震防災応急対策、緊急事態応急対策、国民保護のための措置

2．災害対策基本法等に規定する指定行政機関等が保有･調達する車両又は
指定行政機関等と災害時の協定･契約を締結した民間車両

3．兵庫県内に車両の使用の本拠を有する車両
（他府県の場合、車両を有する拠点の県警に申請）
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１．緊急通行車両等の事前届出制度について

【申請に必要な書類（兵庫県警察）】

・必要書類（旧制度で既に申請していた場合）

・事前届出済証
・緊急通行車両確認届出書
・緊急通行車両等一覧表

・必要書類（初めて申請する場合）

・緊急通行車両確認届出書
・緊急通行車両等一覧表
・自動車検査証の写し
・輸送協定書その他当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類の写し
（当該書類が無い場合にあっては、指定行政機関等の上申書等）
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１．緊急通行車両等の事前届出制度について

【事前届出対象車両と申請要領】

・申請者

緊急通行車両に係る業務の実施について責任を有するもの（代行者を含む。）

・申請先

原則として車両の使用の本拠を管轄する警察署

※事前届出の申請は、必要書類を揃えて申請先に提出
申請後、審査を経て確認票証が交付

※オンライン申請は令和５年11月現在停止中

所管の警察署へ直接申請が必要

・関連リンク先

警察庁ホームページ：https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/saigaisharyo.html

兵庫県警察ホームページ：https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/regulation/kinkyutukou/index.htm

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/saigaisharyo.html
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/regulation/kinkyutukou/index.htm
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１．緊急通行車両等の事前届出制度について

【兵庫県警ヒアリング内容】

・個人事業主や連携事業者の登録申請

・組合が登録者（個人事業主）名簿と車番を整えて一括申請は、神戸市との
連携根拠（協定書等）や企業間の繋がりが分かる資料があれば可能

・企業間の繋がりが分かる資料があれば、協定企業の子会社、孫会社、どこまででも申請可

・会社単位での登録

・大手企業の場合も、従前は営業所単位の車両登録が必要だったが、令和５年９月より会
社単位での申請も可能となった（車両登録地の警察署へのみ申請可能）

・神戸市×関西支店の協定企業の場合、関東支店からの応援は、神戸市×関東支店での
協定が必要

・申請先の警察、登録可能車両台数

・神戸市の協定があれば他都市でも届出可能（車両登録地の警察署への届出が必須）

・登録車両台数は上限なし、ただし必要台数は精査してほしい

・リース車両の場合、リース契約している根拠資料があれば申請可能


